
埼玉県中小企業制度融資要綱改正 新旧対照表 
改正後 現行 

第１～第１０             （略） 

 
  

 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

  （中略） 

 

    附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱に基づいて融資された資金については、なお従前の例による。 

３ 令和８年３月３１日以前に、改正前の第１３の２要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【物価高騰

特例】の申込みをして、令和８年４月１日以後に融資されることとなった場合、改正後の第１３の２要件緩和型

経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経済変動特例】の申込みがあったものとみなして、同項の適用を受けるも

のとする。 

 

    附 則 

１ この要綱は、令和８年５月２１日から施行する。 

２ 改正前の要綱に基づいて融資された資金については、なお従前の例による。 

 

様式１～様式２２－２        （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１～第１０  （略） 

 
  

   

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

  （中略） 

 

        附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正前の要綱に基づいて融資された資金については、なお従前の例による。 

３ 令和８年３月３１日以前に、改正前の第１３の２要件緩和型経営安定資金＜経営あんしん資金＞【物価高騰

特例】の申込みをして、令和８年４月１日以後に融資されることとなった場合、改正後の第１３の２要件緩和型

経営安定資金＜経営あんしん資金＞【経済変動特例】の申込みがあったものとみなして、同項の適用を受けるも

のとする。 

 

 

 

 

 

様式１～様式２２－２        （略） 

 

 



改正後 現行 

様式２２－８ 

 
 

 

 

 

様式２３～３９           （略） 

 

様式２２－８ 

 
 

 

 

 

様式２３～３９           （略） 

 


